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規 則

知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９号

知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則の一部を改正する規則
知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則（平成１０年北海道規則第４６号）の一部を
次のように改正する。
第２条第３号ただし書中「北海道開拓記念館」を「北海道立開拓記念館」に改める。
附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１０号

北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１６年北海道規則第３３
号）の一部を次のように改正する。
別表第２北海道立林産試験場設備使用及び依頼試験等に関する規則（昭和３７年北海道規則
第３９号）の項の前に次のように加える。

北海道税条例施行規則（昭和２９年北海道規則第９８号） 第４１条の６（法人が行う
届出に限る。）

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道地球温暖化防止対策条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１１号

北海道地球温暖化防止対策条例施行規則の一部を改正する規則
北海道地球温暖化防止対策条例施行規則（平成２１年北海道規則第１０５号）の一部を次のよ
うに改正する。
目次中「第２６条」の次に「・第２７条」を加える。
第２６条を第２７条とし、第７章中同条の前に次の１条を加える。
（市町村の条例との関係）
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第２６条 条例第４３条の規則で定める市町村の区域は札幌市の区域とし、同条の規則で定める
条例の規定は条例第１３条から第１５条まで並びに第２５条第１項第１号及び第２号の規定並び
に同条第２項から第４項まで、第２６条及び第２７条の規定（第２５条第１項第１号又は第２号
に掲げる行為をしようとする者が提出する建築物環境配慮計画に係る部分に限る。）とす
る。
２ 前項の規定（条例第１３条から第１５条までに係る部分に限る。）は、特定事業者のうち、
第４条第１号、第２号又は第４号に該当する者であって札幌市の区域以外の区域に工場等
を有し、当該工場等において事業の全部又は一部を営むもの及び同条第３号に該当する者
であって道路運送車両法第４条の規定により登録している自動車の全部又は一部の使用の
本拠の位置が札幌市の区域以外の区域であるものには、適用しない。
附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道地球温暖化防止対策条例施行規則第２６条第１項の規定は、
この規則の施行の日以後に北海道地球温暖化防止対策条例（平成２１年北海道条例第５７号）
第２５条第１項第１号又は第２号に掲げる行為をする者について適用し、同日前にこれらの
行為をした者については、なお従前の例による。

北海道立工業技術センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１２号

北海道立工業技術センター管理規則の一部を改正する規則
北海道立工業技術センター管理規則（昭和６１年北海道規則第８９号）の一部を次のように改
正する。

別表第１の１の表中
「
遊星型ボールミルシステム ２，７００円

９０円
」
を
「
遊星型ボールミルシステム
ハンマー式粉砕分級システム

２，７００円
５，３００円

９０円
５６０円

」
に改める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道立高等技術専門学院運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１３号

北海道立高等技術専門学院運営規則の一部を改正する規則
北海道立高等技術専門学院運営規則（昭和４４年北海道規則第９８号）の一部を次のように改
正する。

別表第１札幌高等技術専門学院の項中

「
エクステリア技
術科 １年 エクステリア技

術科

販売システム科 ２年 ―

１年 ３０人

― ２０人
」

を
「
エクステリア技
術科 １年 エクステリア技

術科 １年

３０人
」
に改め、同表網走高等技術専門学院の項を削る。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

告 示

北海道告示第１８９号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第５条第１項の規定により、次のとおり特定有害
物質によって汚染されている区域を指定する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指 定 区 域 千歳市泉沢１００７番４７の一部（次の図のとおり）
２ 特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物
（「次の図」は省略し、その図面を北海道環境生活部環境局環境保全課に備え置いて縦覧
に供する。）

北海道告示第１９０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（多
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和第２地区草地整備［公共牧場中核型］（区画整理））事業の土地改良事業変更計画を定め
た。
その関係書類は、北海道釧路支庁に備え置いて、平成２２年３月１７日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１９１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により、由仁町及び栗山町
下岩内北地区の換地処分をした。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１９２号

道営土地改良（女満別豊住地区経営体育成基盤整備（農業用用排水施設、客土、暗きょ排
水））事業の工事を平成２０年１２月１０日に完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５
号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１９３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 室蘭市茶津町９の９（次の図に示す部分に限る。）、１６の４、

１６の５
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道胆振支庁産
業振興部林務課及び室蘭市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 根室市納沙布９２の３６（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室支庁産業振興部林務課及び根室市役所に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 厚岸郡厚岸町若松３１２・３１３・３８１（以上３筆につい

て次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 農道用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 厚岸郡厚岸町若松５９０・５９６（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 霧害の防備
� 解 除 の 理 由 農道用地とするため
３� 解除予定保安林の所在場所 野付郡別海町泉川７９の７・７９の８（以上２筆につい

て次の図に示す部分に限る。）、１０４の７４、１０４の７５
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を関係支庁産業振興部林務課及び関係町役場に備え置
いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９６号
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農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 勇払郡むかわ町生田３１６の４８
２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため

北海道告示第１９７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

松前郡松前町・松前郡福島町（以上２町について次の
図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
松前町・福島町（以上２町について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９８号

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１６条第１項の規定により、水防警報を行う河川を次の
とおり指定した。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
水 系 名 河川名 水 防 警 報 区

������������������	�����������������

左 岸 右 岸

佐呂間別川 支川
芭露川

紋別郡湧別町芭露１５０６番１地先から同郡
湧別町芭露２３４番４地先まで

紋別郡湧別町芭露１４８５番３地先から同郡
湧別町芭露２３０３番２地先まで

北海道告示第１９９号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 土砂災害警戒区域の箇所番号

下港南沢川左沢川（�－３３－０７９０）
� 土砂災害警戒区域の表示

室蘭市緑町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

２� 土砂災害警戒区域の箇所番号

下港南沢川右１の沢川（�－３３－０８００）
� 土砂災害警戒区域の表示

室蘭市緑町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

３� 土砂災害警戒区域の箇所番号

中島本町２の沢川（�－３３－０４８０）
� 土砂災害警戒区域の表示

室蘭市中島本町１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

４� 土砂災害警戒区域の箇所番号

中島本町の左沢川（�－３３－０４９０）
� 土砂災害警戒区域の表示

室蘭市中島本町１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

５� 土砂災害警戒区域の箇所番号

中島本町の沢川（�－３３－０５００）
� 土砂災害警戒区域の表示
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室蘭市中島本町１丁目（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

６� 土砂災害警戒区域の箇所番号
輪川（�－３３－０４５０）

� 土砂災害警戒区域の表示
室蘭市高平町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

（「次の図」は省略し、その図面を北海道室蘭土木現業所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２００号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

室蘭中島本町３丁目２（�－３－２４６－１８８６）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭中島本町３丁目３（－３－１２７－１３００）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭中島本町３丁目５（�－３－２４８－１８８８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭中島本町３丁目６（�－３－２５０－１８９０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭中島本町３丁目７（�－３－２５１－１８９１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町３丁目、知利別町１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭緑町５（�－３－１００－１７４０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市緑町、小橋内町１丁目、築地町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭緑町２（�－３－１０１－１７４１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市緑町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
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急傾斜地の崩壊
� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭緑町４（�－３－１０２－１７４２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市緑町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭山手町２丁目１（�－３－１３１－１７７１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市山手町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭山手町２丁目（�－３－１３２－１７７２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市山手町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭山手町２丁目２（�－３－１３３－１７７３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市山手町２丁目、山手町３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭山手町２丁目３（�－３－１３４－１７７４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市山手町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭舟見町２－１（�－３－１２７－１７６７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市舟見町２丁目、栄町２丁目、山手町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭中島本町１丁目（�－３－２５２－１８９２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭中島本町１－１（�－３－２５３－１８９３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市中島本町１丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭知利別町１丁目（�－３－２３２－１８７２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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室蘭市知利別町１丁目（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭知利別町３丁目１（�－３－２３４－１８７４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市知利別町３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭知利別町３丁目３（�－３－２３５－１８７５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市知利別町３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭知利別町３丁目４（－３－１２３－１２９６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市知利別町３丁目、知利別町４丁目、天神町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭御前水町２丁目２（�－３－１８１－１８２１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市御前水町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり
２１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

室蘭御前水町２丁目３（�－３－１８３－１８２３）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市御前水町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭御前水町２丁目４（�－３－１８４－１８２４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市御前水町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭御前水町２丁目６（�－３－１８６－１８２６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市御前水町２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭高平町３（�－３－２５６－１８９６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市高平町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
室蘭高平町４（�－３－２５７－１８９７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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室蘭市高平町（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
下港南沢川右沢川（�－３３－０８１０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市緑町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
高取町沢川（－３３－０４４０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
室蘭市高平町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
千歳支笏湖温泉（�－０－２７１－２７１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
千歳市支笏湖温泉（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
千歳北信濃１（�－０－２７５－２７５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
千歳市北信濃（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり
３０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

千歳真町１（�－０－２８１－２８１）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
千歳市真町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
千歳泉郷１（�－０－２８０－２８０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
千歳市泉郷（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
千歳泉郷２（�－０－１６１－１６１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
千歳市泉郷（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
歌志内文殊２０（�－０－３７５－３７５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
歌志内市文珠（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ１６－１（�－０－２２６－２２６－１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

４２北 海 道 公 報 第����号平成２２年３月１６日（火曜日）



石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ１６－２（�－０－２２６－２２６－２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ１７－１（�－０－２２７－２２７－１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ１７－２（－０－２２７－２２７－２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ１７－３（�－０－２２７－２２７－３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり
３９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

当別スウェーデンヒルズ１７－４（�－０－２２７－２２７－４）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ１７－５（－０－２２７－２２７－５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
獅子内３（�－０－１７４－１７４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を関係土木現業所に備え置いて縦覧に供する。）

公 表

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、二級河川佐呂間別川水系芭
露川に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区域及び浸水した場
合に想定される水深を公表する。
これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道網走土木現業所事業部
治水課及び遠軽出張所に備え置いて閲覧に供する。
平成２２年３月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
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道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第２号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を
決定したので、次のとおり公告する。
平成２２年３月１６日

北海道収用委員会会長 川 村 昭 範

１ 事 件 名
平成２１年（収）第８号帯広圏都市計画道路事業（３・４・２０７号札内南大通）収用事件

２ 起業者の名称
北海道

３ 事業の種類
帯広圏都市計画道路事業 ３・４・２０７号札内南大通

４ 裁決手続開始を決定する土地

裁 決 手 続 の 開 始 を 決 定 す る 土 地 土 地 所 有 者 土 地 に 関 し て 権 利 を 有 す る 関 係 人

所 在 地 番 地目
登記記録
上の地積
（�）

実測地積
（�）

収用しよう
とする土地
の面積（�）

氏 名 住 所 氏 名 住 所
権 利 の 表 示
受付年月日
受付番号 種 類

中川郡幕別町札
内中央町

５２９番
３８

宅地 １４８．５６ １４８．５４ ３４．９１ 共有持分２分の１
棚 田 勤

河西郡芽室町西士狩北３線
２９番地

久 保 正 壽 中川郡幕別町札内
中央町５２９番地の
４１

使用借権

共有持分２分の１
棚 田 つな子

河西郡芽室町西士狩北３線
２９番地

帯広信用金庫 帯広市西三条南七
丁目２番地

平成１３年６
月２２日
第１０５５９号

根抵当権

５２９番
６０

宅地 １４８．５６ １４８．５５ ３４．９１ 共有持分２分の１
久 保 正 壽

中川郡幕別町札内中央町
５２９番地の４１

久 保 正 壽 中川郡幕別町札内
中央町５２９番地の
４１

使用借権

共有持分２分の１
久 保 良 子

中川郡幕別町札内中央町
５２９番地の４１

帯広信用金庫 帯広市西三条南七
丁目２番地

平成１３年６
月２２日
第１０５５９号

根抵当権

５２９番
４１

宅地 １４８．５６ １４８．５５ ３４．９１ 久 保 正 壽
（ただし、登記
記録上の所有者
は久保正寿）

中川郡幕別町札内中央町
５２９番地の４１

なし なし なし なし

５２９番
５２

宅地 １４８．５６ １４８．５４ ３４．９１ 久 保 智 帯広市東８条南２１丁目８番
地８平原ハイツ６号室
（ただし、登記記録上は、
中川郡幕別町字札内４６３番
地）

久 保 正 壽 中川郡幕別町札内
中央町５２９番地の
４１

使用借権

５ 裁決手続開始決定の日
平成２２年３月５日

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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